
　　目　　標（注１） 足元値
（参考）

大綱策定時（2020年5月29日）

の直近値

（参考）
前回大綱（2015年3月20日閣議決定）

における数値目標

2021年度～2024年度末までに約14万人分増
３２３万人

（2022年４月１日）（注３）
３０６万人

（2019年４月１日）（注３）
２６７万人

（2017年度末）

2021年度～2024年度末までに約８万人分増
１３０万人（実績）

（2022年４月１日）（注４）
１２３万人（実績）

（2019年４月１日）（注４）
１１６万人

（2017年度末）

できるだけ早く解消を目指す
２,９４４人

（2022年４月１日）
１６,７７２人

（2019年４月１日）
解消をめざす
（2017年度末）

１万か所以上で一体型の実施を目指す
（2023年度末）

５,８６９か所
（2022年５月）

５,３６１か所
（2019年５月）

１万か所以上で一体型の実施
をめざす

（2019年度末）

１５２万人
（2023年度末）

約１３９万人
（2022年５月）

約１３０万人
（2019年５月）

１２２万人
（2019年度末）

全小学校区での実施を目指す
（2023年度末）

１７,１２９教室
（2022年11月）

１９,２６０教室
（2019年11月）

全小学校区での実施をめざす
（2019年度末）

解消を目指す
（2021年度末）

１５,１８０人
（2022年５月）

１８,２６１人
（2019年５月）

解消をめざす
（2019年度末）

３,６００か所
（2024年度）

３,１４１か所
（2022年度）

２,２７８か所
（2018年度）

１,８００か所
（2019年度末）

１０,２００か所
（2024年度）

７,９７０か所
（2022年度）

７,４３１か所
（2018年度）

８,０００か所
（2019年度末）

延べ９２４.３万人
（2024年度）

延べ３３８万人
（2021年度確定ベース）（注６の４）

延べ４７９万人
（2018年度確定ベース）

延べ１,１３４万人
（2019年度）

１,１５０市町村
（2024年度）

９８２市町村
（2022年度）

８９０市町村
（2018年度確定ベース）

９５０市町村
（2019年度）

延べ２０７.５万人
（2024年度）

延べ８６万人
（2021年度確定ベース）（注６の４）

延べ１０１万人
（2018年度確定ベース）

延べ150万人
（2019年度）

１２２.３万人
（2024年度）

８９万人
（2021年度）（注６の４）

１０７万人
（2018年度）

１０１万人
（2019年度）

１８.６万人
（2024年度末）

延べ２０.８万人
（2021年度実績)（注６の５）

延べ９.６万人
（2018年度実績)

延べ１６万人
（2019年度）

９.８万人
（2024年度末）

延べ１０.６万人
（2021年度実績)（注６の５）

延べ５.０万人
（2018年度実績)

延べ１４万人
（2019年度）

全市町村での実施を目指す
（2025年）

１,５４４市町村
（2020年４月１日）

１,４７６市町村
（2017年４月１日）

全市町村での実施をめざす

全小児医療圏
（2025年）

３１１（全国３３６中）
（2020年４月１日）

３２０（全国３３５中）
（2019年４月１日）

全小児救急医療圏

全ての小中学校区において
地域学校協働活動を推進

（2022年度）

６９.２％
（2022年度）

５０.５％
（2019年度）

―

全ての公立学校において
コミュニティ・スクールを導入

（2022年度）

４２.９％
（2022年度）

２１.３％
（2019年度）

―

改善
（2022年度）

２９．９％
(2021年度)

３４.２％
(2016年度)

―

９０％以上
（2025年度）

78.9％
(2023年３月公表）

７６.２％
(2020年３月公表）

９０％以上
（2015年度）

全都道府県・市・福祉事務所設置町村
（2025年度）

９５.０％
（2021年度）

９６.６％
（2018年度）

全都道府県・市・
福祉事務所設置町村

全都道府県・市・福祉事務所設置町村
（2025年度）

９３.４％
（2021年度）

９５.１％
（2018年度）

全都道府県・市・
福祉事務所設置町村

全市町村に設置
（2022年度）

７１６か所（６３５自治体）
（2021年４月）

３３２か所（２８３自治体）
（2019年４月）

―

１００％
（2025年）

９０.０％
（2020年４月調査時点）

８７.３％
（2018年２月調査時点）

９０％

７５％
（2024年度末）

２５.３％
（2021年度末時点）

－ ―

７５％
（2026年度末）

３０.９％
（2021年度末時点）

－ ―

５０％
（2029年度末）

２１.７％
（2021年度末時点）

－ ―

年間１,０００件
（2024年度末）

６８３件
（2021年）

６１６件
（2017年）

―

低下
（2025年）

５２.６％
（2021年）

５６.３％
（2015年）

低下

低下
（2025年）

５９.３％
（2021年）

６９.８％
（2015年）

低下

第４次少子化社会対策大綱の施策に関する数値目標の進捗状況

項　　目

子育て支援

認可保育所等の定員（注２）

うち３歳未満児

利用者支援事業（注５）

地域子育て支援拠点事業（注５の２）

一時預かり事業（幼稚園型を除く）（注６）（注６の２）

ファミリー・サポート・センター事業（注６の３）

病児保育（注７）（注６の２）

延長保育（注６の２）

保育所待機児童数

新・放課後子ども総合プラン
（一体型を中心とした放課後児童クラブと放課後子供教室の計画的な整備）

　

放課後児童クラブ

放課後子供教室

放課後児童クラブの利用を希望するが利用できない児童数

地域学校協働本部の整備率

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入率

地域において子育ての悩みや不安を相談できる人がいる保護者の割合

「食育」に関心を持っている国民の割合

ひとり親家庭への支援

高等職業訓練促進給付金等事業を実施している都道府県・市・福祉事
務所設置町村

短期入所生活援助事業（ショートステイ）（注８）（注６の２）

夜間養護等事業（トワイライトステイ）（注９）（注６の２）

養育支援訪問事業

常時診療体制が確保されている小児救急医療圏数（注10）

地域ぐるみで子供の教育に取り組む環境の整備

地域と学校が連携・協働する体制の構築（注11）

特別養子縁組の成立件数

理想の子ども数を持たない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎる
から」を挙げる人の割合

理想の子ども数が３人以上の方で理想の子ども数を持たない理由として「子
育てや教育にお金がかかりすぎるから」を挙げる人の割合（注12）

自立支援教育訓練給付金事業を実施している都道府県・市・福祉事務
所設置町村

市町村子ども家庭総合支援拠点

要保護児童対策地域協議会の調整機関に専門職員を配置している市町村
の割合

里親等委託率（３歳未満）

里親等委託率（乳幼児）

里親等委託率（学童期以降）
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全ての世代と同水準を維持
（2024年度まで）

　１５～３４歳の割合:９７.２ ％
全ての世代の割合: ９６.３％
（2023年１月～３月期平均）

　１５～３４歳の割合:９６.３％
全ての世代の割合:９５.８％
（2020年１月～３月期平均）

全ての世代と同水準をめざす（2020年）

１１４万人
（2025年）

１３２万人
（2022年）

１３８万人
（2019年）

１２４万人
（2020年）

３００万人
（2020年）

３３３.５万人
（2023年３月末（速報値））

(確定は９月（予定）)

２４３.５万人
（2020年1月末【速報値】）

３００万人
（2020年度）

８０％
（2025年）

６７％
（2020年）

６８％
（2015年）

８０％
（2020年）

全市町村
（2025年）

１,７３９市町村
（2020年４月１日）

１,７３４市町村
（2017年４月１日）

全市町村

全都道府県・指定都市・中核市
（2025年度）

８６都道府県市
(2022年11月１日）

７６都道府県市
(2019年７月１日）

全都道府県・指定都市・
中核市

（2019年度）

２.８（出産10万対）
（2025年）

２.５（出産10万対）
（2021年）

３.３（出産10万対）
（2018年度）

―

９５％
（2025年）

９３％
（2015年）

９３％
（2015年）

９５％
(2020年）

８０％
（2025年）

７７％
（2015年）

７７％
（2015年）

―

８５.０％
（2024年度）

84.3％
（2021年度）

８２.８％
（2017年度）

―

向上
（2025年）

５３.９％
（2019年３月）

５３.９％
（2019年３月）

―

７０％
（2025年）

６９．５％
（2021年）

５３.１％
（2015年）

５５％
（2020年）

８２％
（2025年）

７９.８％
（2022年）

７７.７％
（2019年）

７３％
(2020年)

３０％
（2025年）

１７．１３％
（2022年度）

６.１６％
（2018年度）

１３％
（2020年）

８０％
（2025年）

５８.７％
（2018年）

５８.７％
（2018年）

８０％

１日あたり２時間３０分
（2020年）

１日あたり１１４分
（2021年）

１日あたり８３分
（2016年）

１日あたり２時間３０分
（2020年）

５％
（2025年）

８.９％
（202２年）

※週労働時間６０時間以上の雇用
者の割合については、５.１％（2022

年）

１０.９％
（2019年）

５％
(2020年）

※週労働時間６０時間以上の雇用者の割
合に係る数値目標

２５．０％
（2025年）

２２．７％
（2022年）

９.８％
（2019年）

―

７０％
（2025年）

５８．３％
（2021年）

５２.４％
（2018年）

７０％
（2020年）

全ての企業
（2025年）

６２．８％
（2022年）

６４.０％
（2019年）

全ての企業
（2020年）

４,３００社
（2025年）

４，１３１社
（2023年３月末）

３,３１２社
（2020年３月末）

３,０００社
（2020年）

結婚・妊娠・出産

妊産婦死亡率

夫婦子ども数予定実績指標（注15）

夫婦子ども数予定実績指標（若い世代）（注16）

妊娠・出産について満足している者の割合

人生設計（ライフプラン）について考えたことがある人の割合

働き方

若い世代の正規雇用労働者等（自らの希望による非正規雇用労働者等を
含む。）の割合

フリーターの数

ジョブ・カード取得者数　（累計数）

結婚希望実績指標（注13）

乳児家庭全戸訪問事業

性と健康の相談センター（注14）

テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合（注20）

年次有給休暇取得率

労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けている割合

くるみん取得企業（注21）

第１子出産前後の女性の継続就業率（注17）

女性（２５～４４歳）の就業率

男性の育児休業取得率

男性の配偶者の出産直後の休暇取得率（注18）

６歳未満の子供をもつ男性の育児・家事関連時間

週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間６０時間以上の雇用
者の割合（注19）
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全都道府県
（2020～2024年度累計）

２２団体
（2022年９月末時点）

― ―

３０％
（2025年）

２２.７％
（2019年３月）

２２.７％
（2019年３月）

―

６５.０％
（2024年度）

５８.１％
(2018年度)

５８.１％
(2018年度)

５０.０％
（2018年度）

５０.０％
（2025年）

４３．０％
（2022年８月）

３８.７％
（2019年11月）

５０.０％
（2020年）

２８％
（2020年）

１７％
（2018年度）

１７％
（2018年度）

２８％
（2020年度）

７０％
（2025年度）

７１％
（2022年度末）

６３％
（2018年度末）

１００％
（2020年度）（注24）

１００％
（2025年度末）

９３．７％
（2021年度）

９８.７％
(2018年度末)（注27）

１００％
（2016年度末）（注24）

１００％
（2025年度）

９３．７％
（2021年度）

９０.４％
（2018年度）（注27）

１００％
（2020年度）（注27）

約７０％
（2025年度）

約６４％
(2021年度末)

約６３％
（2019年度末）

約６０％
（2020年度）（注24）

約６７％
（2025年度）

約６４％
（2022年度）

６０％
（2018年度）

約６０％
（2020年度）

約７０％
（2025年度）

５２．４％
（2021年度）

７３.２％
（2018年度末）（注27）

約７０％
（2020年度）（注27）

約８０％
（2025年度）

６５．５％
（2021年度）

５８.８％
（2018年度末）

約７０％
（2020年度）

約２５％
（2025年度）

６．０％
（2021年度）

５.１％
（2018年度末）

約２５％
（2020年度）

約２,１００台
(2025年度)

１，１５７台
（2021年度）

１,０１３台
（2018年度末）

―

約６０％
（2025年度）

５５．０％
（2021年度）

４６.２％
（2018年度末）

約５０％
（2020年度）

１００％
（2025年度）

１００％
（2021年度）

９８.２％
（2018年度末）

１００％
（2020年度）

約９０,０００台
（2025年度）

４２，６２２台
（2021年度）

２８,６０２台
（2018年度末）

約２８,０００台
（2020年度）

５０％
（2025年）

３３.０％
（2022年３月）

４５.２％
（2019年３月）

５０％

（注27）最新の数値目標とは、数値算定方法が異なる。

(注17)第1子の妊娠がわかったときに就業していた妻が、第1子1歳時にも就業していた割合。

地域・社会

地域評価指標等を活用して「地域アプローチ」による少子化対策に取り組む
都道府県数

不特定多数の者等が利用する一定の建築物（注25）のバリアフリー化率

.

バリアフリー化された鉄軌道車両の導入割合（注26）

ノンステップバスの導入割合

リフト付きバス等の導入割合

バリアフリー化された貸切バスの導入台数

子育て世帯における子育て支援パスポートの認知度

マタニティマークの認知度

ベビーカーマークの認知度

共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで車椅子・ベビーカーで通行可能
な住宅ストックの比率

子育てのバリアフリー（道路・施設）

特定道路（注22）におけるバリアフリー化率

主要な生活関連経路における信号機等のバリアフリー化率

旅客施設（注23）のバリアフリー化率

園路及び広場がバリアフリー化された都市公園の割合（注24）

（注３）企業主導型保育事業については、調査対象年の3月31日時点における4月1日受け皿見込み。
（注４）企業主導型保育事業については除く。
（注５）前回大綱における数値目標は、基本型・特定型（国庫補助事業）の実施箇所数。本大綱における数値目標は、市町村計画を踏まえ、地方単独事業を含む利用者支援事業全体の実施箇所数。
（注５の２）前回大綱における数値目標は、地域子育て支援拠点事業（国庫補助事業）の実施箇所数。本大綱における数値目標は、市町村計画を踏まえ、地方単独事業を含む地域子育て支援拠点事業全体の実施箇所数。
（注６）幼稚園において在園児を対象として行っている幼稚園型を除く一時預かり事業であり、主に地域の子供（非在園児）を対象とするもの。
（注６の２）前回大綱における数値目標は、利用児童数。本大綱における数値目標は、市町村計画を踏まえ、受け入れ可能児童数。

バリアフリー化された旅客船の導入割合

バリアフリー化された航空機の導入割合

福祉タクシーの導入台数

結婚、妊娠、子供・子育てに温かい社会の実現に向かっていると考える人
の割合

（注１）本大綱の策定後に、他の閣議決定等で各項目の数値目標が更新された場合は、それを踏まえた最新の数値目標を公表する。また、各数値目標の進捗のフォローアップは、最新の数値目標を踏まえて行う。
（注２）認可保育所等とは、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業、地方公共団体が一定の施設基準に基づき運営費支援等を行っている認可外保育施設等をいう。

（注11）第三期教育振興基本計画（2018～2022）に基づき、地域学校協働本部の整備やコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入など、学校と地域が組織的に連携・協働する体制の構築を目指すもの。
（注12）予定子ども数が理想子ども数より少ない夫婦のうち、理想子ども数が３人以上で予定子ども数が２人以上の夫婦が、理想の子ども数を持たない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」を選択する
（注13）結婚の希望（既に希望を実現したと考えられる有配偶者を含む。）と、「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の期間（５年間）経過後の結婚の実績の対比を指標として設定。具体的には、「調査時点より５年前に
おける、18～34歳の人口に占める有配偶者の割合と５年以内の結婚を希望する者の割合の合計（A）」に対する「調査時点における23～39歳の人口に占める有配偶者の割合（B）」の比率（＝B／A）を算出。
（注14）令和３年度までは「不妊専門相談センター」。
（注15）夫婦の平均予定子ども数（完結出生児数の調査対象となる夫婦が調査対象であった期間の平均）に対する完結出生児数（結婚持続期間15～19年の夫婦の子供数）の比率。
（注16）結婚持続期間５～９年の夫婦の平均予定子ども数（当該夫婦が調査対象であった期間の結婚持続期間０～４年及び５～９年夫婦の平均）に対する平均出生子ども数（結婚持続期間５～９年の夫婦の子供数）の

（注６の３）前回大綱における数値目標は、ファミリー･サポート･センター事業（国庫補助事業）の実施箇所数。本大綱における数値目標は、市町村計画を踏まえ、地方単独事業を含むファミリー･サポート･センター事業全
（注６の４）足元値は利用児童数の数値を計上している。
（注６の５）足元値は受け入れ可能児童数の数値を計上している。
（注７）病後児の保育を含む。

（注９）保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、その児童を児童養護施設等において保護し、生活指導、
食事の提供等を行う事業。
（注10）2024年より小児救急医療圏から小児医療圏として整理される予定。

（注８）保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合、又は育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童を児童養護施設等で一
時的に預かる事業。

（注23）鉄軌道駅、バスターミナルについては１日当たりの平均利用者数が３千人以上の旅客施設と２千人以上３千人未満で基本構想の生活関連施設に位置付けられた施設、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルに
ついては１日当たりの平均利用者数が２千人以上の施設を原則として全て。「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（令和二年国家公安委員会、総務省、文部科学省、国土交通省告示第一号、令和３年４月１日施
行）において、新たなバリアフリー整備目標が定められたことを踏まえ、数値目標を更新。

（注24）百貨店、劇場、老人ホーム等の不特定多数の者又は主に高齢者、障害者等が利用する建築物について、床面積2,000㎡以上のものを新築等する際に段差解消等のバリアフリー化を実施することとされている。
（注25）「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（令和二年国家公安委員会、総務省、文部科学省、国土交通省告示第一号、令和３年４月１日施行）において、規模の大きい概ね2ha以上の都市公園における園路及
び広場のバリアフリー化率とした新たなバリアフリー整備目標が定められたことを踏まえ、数値目標を更新。

（注26）令和２年４月に施行された新たなバリアフリー基準（鉄軌道車両に設ける車椅子スペースを１列車につき２箇所以上とすること等を義務付け）への適合状況（50％程度と想定）を踏まえ、「移動等円滑化の促進に
関する基本方針」（令和二年国家公安委員会、総務省、文部科学省、国土交通省告示第一号、令和３年４月１日施行）において、新たなバリアフリー整備目標が定められたことを踏まえ、数値目標を更新。

（注18）配偶者の出産後２か月以内に半日又は１日以上の休み（年次有給休暇、配偶者出産時等に係る特別休暇、育児休業等）を取得した男性の割合。
（注19）非農林業雇用者（休業者を除く）のうち週間就業時間（年平均結果）40時間以上の者に占める週間就業時間（年平均結果）が60時間以上の者の割合。
（注20）雇用型就業者全体のうち、勤務先に「テレワーク制度等が導入されている」と回答した雇用型テレワーカーの割合。
（注21）次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てを支援する企業として認定を受けた企業。
（注22）駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路のうち、多数の高齢者、障害者等が通常徒歩で移動する道路の区間として、指定された道路。「移動等円滑化の促進に関する基本方針」（令和二年国家公安委員
会、総務省、文部科学省、国土交通省告示第一号、令和３年４月１日施行）において、道路約4,450kmに拡大した新たなバリアフリー整備目標が定められたことを踏まえ、数値目標を更新。
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